
 

 

 

 

 
市教組は現在、「確定期に向けた要求書」を柱に、任命権者である教育委員会との交渉を積み上げているところです。10月

23日に当局より「大綱」が提示され、それを受けさらに交渉を重ねています。今回の「大綱」には昨年度の３倍となる大幅な
ベースアップが提示されました。さらに地域手当も３％が４％に改正されましたが、経過措置として令和 8年 3月 31日まで
は 3％に据え置かれているのは問題です。引き続き、交渉に臨んでいきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 23 

202４年度「大綱」、提示される！①  

わからないこと・困ったことがあったら･･･   何でも気軽にお問い合わせください！ 

〒８０２－００７２ 小倉北区東篠崎 3丁目４－１ 

E-mail:jtuhokyu@lime.ocn.ne.jp    北九州教育会館 TEL（０９３）９５３－０３８１ 

 

令和 6年度小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与改定等の大綱について 
Ⅰ 令和 6 年度の北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例の適用を受ける教

職員（以下「教職員」という。）の給与改定等については、次のとおり実施する。  

  １ 教育職給料表(3)、教育職給料表(4)及び医療職給料表(2)適用教職員の給与改定については、行政職給料 

表との均衡を考慮して行う。  

２ 行政職給料表適用教職員の給与改定については、2．70％の改定を行う。  

３ 定年前再任用短時間勤務教職員及び暫定再任用教職員(以下「再任用教職員」という。) については、再任用

教職員以外の教職員との均衡を考慮して行う。 なお、行政 

職給料表適用教職員の改定率２.７０％の配分は次のとおり。 

 

Ⅱ 給料表の改定  

１ 改定内容    

（1） 別紙１のとおり、給料表を改定する。 <各給料表適用教職員の平均改定率> 

 

 

 

 

 

(２)昇格時号給対応表の改正 

別紙２のとおり、昇格時号給対応表を改正する考えで、人事委員会と協議する。 

２ 実施時期 

令和６年４月１日とする。 

 

Ⅲ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備について 

１ 扶養手当の改定 

(１)扶養手当を次のとおり改定する。 

ア 配偶者に係る手当を廃止する。 

イ 子に係る手当の月額(教職員給与条例第１８条第４項の規定により加算される前の額) 

を次のとおり改正する。 

 

(２)実施時期 

令和７年４月１日とする。 

(３)経過措置 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間、配偶者に係る手当の月額について は３,５００円と、子に係る手当

の月額(教職員給与条例第１８条第４項の規定により加 算される前の額)については１１,５００円とする。 

給  料 地域手当 計 

１０,２５９円 308 円 10,567 円 

2．62％ 0.08％ 2．70％ 

 

JAPAN  TEACHERS’  UNION    ―教え子を再び戦場に送るなー 

２０２４．１１．８        北九州市教職員組合にゅうす  

 

NO. ２７

1 

「大綱」のつづきは NO.２８へ 

 
当局と交渉を重ねる組合執行部 

給 料 表 再任用教職員以外の教職員 再任用教職員 

教育職給料表(3)(１～特２級) 4.70％(14,827 円) 2.44％(6,900 円) 

教育職給料表(4)(１～特２級) 4.85％(15,513 円) 2.45％(6,900 円) 

行政職給料表(１～４級) 3.83％(11,982 円) 2.50％(6,900 円) 

医療職給料表(2)(１～３級) 該当なし 該当なし 

 

現行 改定後 改定額 

１０,０００円 １３,０００円 ３,０００円 

 

教育委員会との交渉の様子 

 
当局と交渉を重ねる組合執行部 


